
平成31年4月現在

交付団体 葛尾村 Ｎｏ． 35 事業番号 葛尾村

※1次除染後の農地については、2次除染による地力回復措置を実施しても、花卉の栽培に適した土壌となるとは限らないため、施設整備後に土壌改良を実施し、 栽培に備える必要がある。

（様式１－５）
福島県（葛尾村）福島再生加速化交付金事業計画　福島再生加速化交付金事業等工程表　（令和元年度）

(5)-40-2 事業名 営農再開支援水利施設等保全事業（葛尾地区） 事業実施主体

令和元年度
備考

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

農業用道路除草

項　　　　目


